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３ 特定施設の建築等の手続

（１）手続の流れ

ア 特定施設

「特定施設」の大半は、新築、改築、増築又は用途変更の工事に着手する際、建築確認（計画通知を含

む）において整備基準への適合が審査・検査されます。

（※建築確認の際、申請関係書類として特定施設整備計画調書を提出してください）

表１ 条例の届出が不要となる特定施設の用途と規模及び、届出が必要となる条件

条例の届出に代わり、建築確認で
審査される特定施設

従来どおり、条例の届出で審査される
特定施設新築、改築、増築又

は用途変更を行う
部分の規模

1 学校
2 病院又は診療所
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
4 集会場又は公会堂
5 保健所、税務署その他不特定かつ

多数のものが利用する官公署
6 老人ホーム、保育所、福祉ホーム

その他これらに類するもの
7 老人福祉センター、児童厚生施

設、身体障害者福祉センターその
他これらに類するもの

8 体育館、水泳場、ボーリング場、
その他これらに類する運動施設

9 博物館、美術館又は図書館
10 銀行、質屋その他これらに類する

サービス業を営む店舗
11 自動車教習所
12 公共の交通機関の施設（車両の停

車場、船舶・航空機の発着場等）
13 公衆便所
14 公共用歩廊

全ての規模 (1) 条例のみで審査対象となる整備箇
所を有する特定施設（当該整備箇所
のみ条例で審査、その他の整備箇所
は建築確認で審査）
・ 左記 3,4 の劇場等で固定観覧席

を設けるもの
・ 左記 12 の公共の交通機関の施設

（車両の停車場、船舶・航空機の
発着場等）で乗降場、改札口等を
設けるもの

(2) 条例のみで審査対象となる特定施
設
・ 地下街等
・ 公共の交通機関の施設（鉄道駅舎

等）
(3) 左記 15 から 26 の特定施設で、左

記の規模未満の増築又は用途変更
を行うもの

(4) 移転、大規模な修繕又は大規模な
模様替えを行う特定施設

(5) 建築確認申請が不要な特定施設
（都市計画区域外の施設等）

※小規模購買施設等の施設、21 戸以上
の共同住宅の住戸専用部分は従来ど
おり届出が必要

15 展示場
16 百貨店、マーケットその他物品販

売業を営む店舗
17 ホテル又は旅館
18 遊技場
19 公衆浴場
20 飲食店
21 理髪店その他これに類するサー

ビス業を営む店舗
22 クリーニング取次店、質屋、貸衣

装屋その他これらに類するサー
ビス業を営む店舗

23 学習塾、華道教室、囲碁教室その
他これらに類するもの

床面積の合計100㎡
以上の規模

24 路外駐車場等 自動車の停留又は
駐車の用に供する
部分の床面積の合
計500㎡以上の規模

25 共同住宅・寄宿舎 床面積の合計 2,000
㎡以上又は共同住
宅 21 戸、寄宿舎 51
室以上の規模

26 工場・事務所（床面積 3,000 ㎡以
上のもの）

床面積の合計 2,000
㎡以上の規模
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届出が必要となる場合とその手続

表１の「条例の届出で審査される特定施設」に挙げられる施設については、下記の届出が必要と

なります。

① 公共施設、公共の交通機関の施設を除く特定施設の建築等※

特定施設の建築等の届出

事 業 者

市 町

県

特定施設の建築等の通知（国又は地方公共団体等が特定施設の建築等を行う場合）

国又は地方

公 共 団 体

市 町

※ 公益的施設若しくは共同住宅等の施設の建築、大規模の修繕、大規模の模様替え若しくは用途の変更（用途を変更して、公益的

施設又は共同住宅等の施設とする場合を含む。）又は公共施設の新設若しくは改築等

建築等の

届 出

建築等の

工 事

工事の完了

の 届 出

指導又は助言

検 査 適合証の

交 付

勧 告 公 表

施設全体が整備基準
に適合している場合

１ 事前届出違反があった場合
２ 不正又は不誠実な行為があった場合

整備基準に適合し

ないと認めるとき

建築等の

通 知

建築等の

工 事

要 請

整備基準に適合しないと認めるとき



関-74

② 公共の交通機関の施設

公共の交通機関の施設の建築等の届出

事 業 者

県

公共の交通機関の施設の建築等の通知（国又は地方公共団体等が公共の交通機関の施設の建

築等を行う場合）

国又は地方

公 共 団 体

県

建築等の

届 出

建築等の

工 事

工事の完了

の 届 出

指導又は助言

検 査 適合証の

交 付

勧 告 公 表

施設全体が整備基準
に適合している場合

１ 事前届出違反があった場合
２ 不正又は不誠実な行為があった場合

整備基準に適合し
ないと認めるとき

建築等の

通 知

建築等の

工 事

要 請

整備基準に適合しないと認めるとき
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③ 公共施設（道路、公園、広場等）

公共施設の新設等の通知（国又は地方公共団体等が公共施設の新設等を行う場合）

国又は地方

公 共 団 体

県

新設等の

通 知

新設等の

工 事

要 請

整備基準に適合しないと認めるとき
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イ 小規模購買施設等の施設及び、21戸以上の共同住宅の住戸専用部分

小規模購買施設等の施設及び、21 戸以上の共同住宅の住戸専用部分において、新築、改築、増築

又は用途変更の工事を行う場合については、下記の届出が必要です。

※共同住宅の共用部分は、「特定施設」に含まれますので、前項をご覧ください。

小規模購買施設等の施設及び、21戸以上の共同住宅の住戸専用部分の建築等の届出

事 業 者

市 町

小規模購買施設等の施設及び、21戸以上の共同住宅の住戸専用部分の建築等の通知

（国又は地方公共団体等が小規模購買施設等の施設の建築等を行う場合）

国又は地方

公 共 団 体

市 町

建築等の

通 知

建築等の

工 事

要 請

整備基準に適合しないと認めるとき

建築等の

届 出

建築等の

工 事

指導又は助言

整備基準に適合しないと認めるとき
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（２）手続に必要な図書

ア 建築確認（計画通知含む）に添付する図書（建築確認で審査される事項がある場合）

建築等を行う施設の種別 添付図書（右表図書番号参照）

建築確認申請時 完了検査申請時

１ 特定施設（２，３除く） ❶ (❷)

２ 劇場等（1,000㎡以上）※ ❶

３ 公共の交通機関の施設（停車場等）※ ❸

※建築確認で審査される場合であっても、特定施設の建築等の届出が必要

イ 条例の届出に要する図書

建築等を行う施設の種別 提出図書（右表図書番号参照）

着工前 そ
の
他

完
了
時様式 計画調書 図面

１ 特定施設（２，３，公共施設除く） ① ❶ (❷) Ⓐ Ⓑ Ⓗ ③

２ 公共の交通機関の施設（停車場等） ① ❸ Ⓐ Ⓑ Ⓗ ③

３ 公共の交通機関の施設（鉄道の駅、軌道の停留所） ① ❹ Ⓐ Ⓑ Ⓗ ③

４ 路外駐車場等 ② ― * Ⓐ Ⓒ Ⓗ ④

５ 小規模購買施設等の施設 ⑨ ❻ Ⓐ Ⓗ ―

６ 共同住宅（専用部分） ⑪ ❼ ― * Ⓗ ―

* 計画の内容が分かるよう、必要に応じて計画調書又は図面を添付すること

ウ 条例の通知に要する図書

建築等（新設等）を行う国等の施設の種別 提出図書（右表図書番号参照）

様式 計画調書 図面 その他

１ 特定施設（２，３，５除く） ⑤ ❶ (❷) Ⓐ Ⓑ Ⓗ

２ 公共の交通機関の施設（停車場等） ⑤ ❸ Ⓐ Ⓑ Ⓗ

３ 公共の交通機関の施設（鉄道の駅、軌道の停留所） ⑤ ❹ Ⓐ Ⓑ Ⓗ

４ 路外駐車場等 ⑥ ― * Ⓐ Ⓒ Ⓗ

５ 公共施設（道路） ⑦ ❺ ― Ⓗ

６ 小規模購買施設等の施設 ⑩ ❻ Ⓐ Ⓗ

７ 共同住宅（専用部分） ⑫ ❼ ― * Ⓗ

* 計画の内容が分かるよう、必要に応じて計画調書又は図面を添 付するこ

と

エ その他の申請に要する図書

申請の種別 提出図書（右表図書番号参照）

様式 計画調書 図面 その他

１ 建築物移動等円滑化基準緩和認定申請 ⑧ ❶ (❷)or❸ ― * Ⓓ Ⓗ

２ 福祉のまちづくりアドバイザーあっせん申請 ⑬ ― Ⓐ Ⓔ ⒻⒽ

３ 県民参加型特定施設認定申請 ⑭ ― Ⓐ Ⓖ

* 計画の内容が分かるよう、必要に応じて図面を添付すること
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＜図書一覧＞

図書番号 図書の種類 内容等

所

定

様

式

規

則

に

定

め

る

様

式

① 様式第１号 特定施設建築等（変更）届／正・副

② 様式第２号 路外駐車場等建築等（変更）届／正・副

③ 様式第４号 特定施設工事完了届

④ 様式第５号 路外駐車場等工事完了届

⑤ 様式第７号 公益的施設建築等通知書

⑥ 様式第８号 路外駐車場等建築等通知書

⑦ 様式第９号 公共施設新設等通知書

⑧ 様式第 10号 建築物移動等円滑化基準緩和認定申請書

⑨ 様式第 10号の２ 小規模購買施設等建築等（変更）届

⑩ 様式第 10号の４ 小規模購買施設等建築等通知書

⑪ 様式第 11号 共同住宅建築等（変更）届／正・副

⑫ 様式第 13号 共同住宅建築等通知書

⑬ 様式第 14号 福祉のまちづくりアドバイザーあっせん申請書

⑭ 様式第 15号 県民参加型特定施設認定申請書

計

画

調

書

❶ 調書１－１ 特定施設整備（特別特定建築物建築）計画調書

❷ 調書１－２ 特定施設整備（特別特定建築物建築）計画調書（1,000 ㎡未満）

❸ 調書３－１ 特定施設整備（特別特定建築物建築）計画調書（停車場等）

❹ 調書３－２ 特定施設整備計画調書（鉄道の駅、軌道の停留所）

❺ 調書４ 公共施設整備計画調書

❻ 調書５ 小規模購買施設等整備計画調書

❼ 調書６ 共同住宅整備計画調書（専用部分）

図面 Ⓐ 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を明示

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届

出に係る建築物と他の建築物との別及び敷地の接する道路の

位置を明示

各階の平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、出入口の位置及び主要部分

の寸法を明示

Ⓑ 敷地の断面図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届

出に係る建築物と他の建築物との別及び敷地の接する道路の

位置を明示

建築物の立面図

（２面以上）

縮尺及び屋外から屋内に通ずる出入口の位置を明示

建築物の断面図

（２面以上）

縮尺及び床の高さを明示

Ⓒ 駐車場の平面図 車椅子使用者利用駐車施設を明示

その他 Ⓓ 建築確認申請書の写し

Ⓔ 特定施設の運営の状況又は計画を記載した調書

Ⓕ 工事工程表（特定施設の整備を計画している場合のみ）

Ⓖ 県民の参画と協働による特定施設の整備及び運営の状況に関する図書

Ⓗ 知事が必要と認める図書（委任状、詳細図等）
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（３）計画調書の記載方法

ア 計画調書とは

計画調書は、建築物が条例で定められた整備基準を満たしているか否かを、設備箇所毎に確認

するためのチェックシートです。調書は、建築物の用途によって表（１）のように分かれており、

建築物の用途に応じた調書を使用します。

＜用途別計画調書一覧＞

公益的施設

共同住宅等の施

設

公共の交通機関の施

設以外の施設

調書 1-1 特定施設整備（特別特定建築物建築）

計画調書

調書 1-2 特定施設整備（特別特定建築物建築）

計画調書（1,000 平方メートル未満）

公共の交通機関の施

設

調書 3-1 特定施設整備（特別特定建築物建築）

計画調書（停車場等）

調書 3-2 特定施設整備計画調書（鉄道の駅、軌

道の停留場）

公共施設 道路 調書 4-1 公共施設整備計画調書（道路）

公園等 調書 4-2 公共施設整備計画調書（公園等）

小規模購買施設等の施設 調書 5 小規模購買施設等整備計画調書

共同住宅（専用部分） 調書 6 共同住宅整備計画調書（専用部分）

イ 計画調書の作成手順

計画調書の作成には、大きく分けて下記の３つのステップがあり、建築物の用途に応じた調書

に対し、記載を行っていきます。

ステップ１ 建築物の規模に応じた整備項目を整備基準適用表で確認する

ステップ２ 計画調書にステップ１で確認した整備の要否を書き込む

ステップ３ 整備が必要な項目について、建築物が整備基準を満たしているか否かを書き込む

※整備基準適用表 凡例の見方

● 全ての規模

●1 床面積の合計 100 ㎡以上の規模

●5 床面積の合計 500 ㎡以上の規模

●20A 床面積の合計 2000 ㎡以上又は戸数の合計 21 戸以上の規模

●20B 床面積の合計 2000 ㎡以上又は室数の合計 51 室以上の規模

●30 床面積の合計 3000 ㎡以上の規模

⑤ 床面積の合計 50 ㎡以上の規模

10 床面積の合計 1000 ㎡以上の規模

20 床面積の合計 2000 ㎡以上の規模

50 床面積の合計 5000 ㎡以上の規模

100 床面積の合計 10000 ㎡以上の規模

A 戸数の合計 21 戸以上の規模

B 室数の合計 51 室以上の規模

C 主として高齢者又は障害者が利用するものに限る

D 客室の総数 50 室以上の規模

※ 固定式カウンター、公衆電話台を設置する場合に適用

例 「20」→床面積の合計 2000 ㎡以上の規模である建築物が適用対象

「10かつ●20A」→床面積の合計が 2000㎡以上の規模である建築物及び、床面積の合計

が 1000 ㎡以上で戸数の合計が 21 戸以上の規模である建築物が適用対象
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計画調書の作成例（床面積の合計が 4000 ㎡の物販店舗の新築申請時）

＜ステップ１ 建築物の規模に応じた整備項目を整備基準適用表で確認する＞

① 整備基準適用表より建築物の用途に該当する項目を探す

② 凡例を参考に建築物に適用される基準を確認する

（適用表特定施設整備基準）

１高齢

者等利

用経路

(1) 高齢者等利用経路

ｱ
・高齢者等利用居室（共同住宅・寄宿舎の集会

室等含む）、劇場等の車椅子使用者利用区画
●1

ｲ ・共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室 －

ｳｴｵ
・車椅子使用者利用便房 ・車椅子使用者利用

駐車施設 ・公共用歩廊
●1

(2)
高齢者等利用経路上の

段又は階段

・段又は階段を設けない ・傾斜路、EV、その他の昇降機

の併設
●1

・階と階との間の上下移動に係る部分への傾斜路、EV、そ

の他の昇降機の併設
20

２出入

口

(1)
視覚障害者等が利用す

る主たる外部出入口
・点状ブロック等 ●1

(2)
高齢者等利用経路を構

成する外部出入口

ｱ～ｳ ・幅≧80cm ・戸の構造等 ●1

ｴ ・戸の前後に高低差なし 10

(3)

高齢者等利用経路を構

成する出入口（外部出

入口除く）

ｱ～ｴ
・幅≧80cm ・戸の構造等 ・戸の前後に高低

差なし
10

３廊下

等

(1)
高齢者等が利用する廊

下等

ｱ ・滑りにくい仕上げ ●1

ｲ ・握りやすい高さの手すり －

ｳ ・階段又は傾斜路の点状ブロック等 ●1

(2)
高齢者等利用経路を構

成する廊下等
ｱ～ｳ ・幅≧120cm ・転回場所≦50m ・戸の構造等 20

(3) 授乳所 ・授乳所、授乳室 50

(4)
固定式の記載用カウン

ター又は公衆電話台

・記載用カウンター
※

●1

・公衆電話台
※

●1

適用対象

適用対象外

設置する場合は

適用対象
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＜ステップ２ 計画調書にステップ１で確認した整備の要否を書きこむ＞

特定施設整備（特別特定建築物建築）計画調書（調書 1-1）に整備の要否を書き込んでいく。

＜ステップ３ 整備が必要な項目について、建築物が整備基準を満たしているか否かをチェックする＞

申請時に提出する図面を元に、ステップ２でチェックした項目について整備基準を満たしている

か確認する。

ウ 建築確認時の関係図書への添付

届出・申請時に作成した計画調書は、建築確認及び条例の届出・通知の際に、関係図書として２

部提出します。なお、この調書には工事完了時のチェック欄もあり、整備箇所の最終確認としての

活用を推奨しています（完了検査の関係図書としての添付は不要です）。

※適用表より「(1)ア」は適用対象となるため適用欄にチェック

①適用される整備基準を

満たしている場合はチェック

②整備基準の中にチェック欄がある項目は

該当するものにチェック



関-82



関-83

（４）整備基準適用表・計画調書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3

 ● ⑤ A

 ●1 10 B

 ●5 20 C

 ●20A 50 D

 ●20B 100

 ●30 ※

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

ｲ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ●20A ●20B －

ｳｴｵ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

20 20 20 20 20 20 20 20 20 ⑤ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ●5 20 20 ●30

(1) 視覚障害者等が利用する主たる外部出入口 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

ｴ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ⑤ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10かつ
●20A

10かつ
●20B

●30

(3) 高齢者等利用経路を構成する出入口（外部出入口除く） ｱ～ｴ ● ● ● ● ● ● ● 10 ● ● ● 10 ●1 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 20 ●30

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

ｲ － ● － － ●かつC － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(2) 高齢者等利用経路を構成する廊下等 ｱ～ｳ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ⑤ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ●30

(3) 授乳所 － 50 50 － － 50 50 － － － － － 50 50 50 － － 50 － － － － － － －

※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●5 ※●20A ※●20B ※●30

※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※● ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●1 ※●5 ※●20A ※●20B ※●30

(1)(2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(3) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 － － ●30

(4)～(9) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(1) 高齢者等が利用する傾斜路 ｱ～ｵ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

ｱ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ⑤ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ●30

ｲｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(1)
高齢者等利用経路（共同住宅・寄宿舎の集会室等までの経
路を含む）を構成するＥＶ及びその乗降ロビー

ｱ～ｾ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ⑤ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ●5 20 20 ●30

(2) 共同住宅のＥＶ ｱ～ｳ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 20 － －

(3)
かごの幅≧100cm、奥行≧110cmのEV（(1)(2)のEVを
設ける場合を除く）

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10かつ
●20A

10かつ
●20B

●30

(4) 高齢者等利用経路を構成する特殊構造昇降機 ｱｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(1) 高齢者等が利用する便所の設置数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ● 10 10 10 20 20 20 10 10 10 20 10 10 20 20 ●30

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 － － ●30

ｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 － － ●30

ｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(4)
車椅子使用者利用便房
（(1)の便所を設けた階に１以上）

ｱ～ｸ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ● 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ●30

(5) 車椅子使用者利用便房（施設に１以上） 20 20 20 20 20 20 20 20 20 － 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ●30

(6) 車椅子使用者利用便房（施設に１以上） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 － 10 10 10 － － － 10 10 10 － 10 10 － － －

(7) 腰掛式便房（(4)の便房を設ける場合を除く） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 － － ●30

(8) オストメイトが円滑に利用できる便房 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ⑤ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ●30

(9)
オストメイトが円滑に利用できる便房
（(8)に加えて１以上）

ｱｲ － 100 100 100 － － 100 － － － － － 100 100 － － － 100 － － － － － － －

10 10 10 10 10 10 ● 10 10 10 20 20 10 10

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 50 50

(1) 車椅子使用者利用客室 ｱ～ｵ － － － － － － － － － － － － － － D － － － － － － － － － －

(2)
客の来訪及び非常時の情報を、点灯及び音声により知らせ
るための装置を備えた客室

－ － － － － － － － － － － － － － D － － － － － － － － － －

(３) 一般客室までの経路 ｱ － － － － － － － － － － － － － － 10 － － － － － － － － － －

(４) 一般客室 ｱ～ｷ － － － － － － － － － － － － － － 10 － － － － － － － － － －

(1) 高齢者等が利用する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(2) 高齢者等利用経路を構成する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(3) 視覚障害者等が利用する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 ●20A ●20B ●30

(1)
(2)

高齢者等が利用する駐車場を設ける場合の車椅子使用者利
用駐車施設

ｱ～ｴ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ⑤ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ●5 20 20 ●30

(3)
(4)

高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車場を設ける
場合の車椅子使用者利用駐車施設

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●5 － － ●30

(1) 高齢者等が利用する浴室 － 10 － － 10かつC － － － － － － － － － 50 － 10 － － － － － － － －

(2)
(3)

高齢者等が利用するシャワー室 ｱ～ｵ ● － － － 10かつC 10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12標識 20 10 10 ● 10 10 10 10 10 ⑤ 10 10 10 20 20 20 10 10 10 20 10 10 20 20 ●30

(1) 案内板その他の設備 20 10 10 ● 10 10 10 10 10 ⑤ 10 10 10 20 20 20 10 10 10 20 10 10 20 20 ●30

(2) 視覚障害者に示すための設備 20 10 10 ● 10 10 10 10 10 ⑤ 10 10 10 20 20 20 10 10 10 20 10 10 20 20 ●30

14案内設備
までの経路

20 10 10 ● 10 10 10 10 10 ⑤ 10 10 10 20 20 20 10 10 10 20 10 10 20 20 ●30

(1) 車椅子使用者が円滑に利用できる区画 ｱｲ － － 10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

(2) 集団補聴設備等 － － 10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

凡例：特定施設整備基準を適用する規模等

規則別表第３第１による規模等

戸数の合計21戸以上の規模

室数の合計51室以上の規模

主として高齢者又は障害者が利用するものに限る

客室の総数50室以上の規模

固定式カウンター、公衆電話台を設置する場合に適用

全規模用

床面積の合計10000㎡以上の規模

床面積の合計3000㎡以上の規模

■ 特 定 施 設 整 備 基 準 適 用 表 ■

道等から案内設備までの経路 ・1以上を視覚障害者利用経路

15固定観覧
席

・寸法　・床を平らに

・難聴者の聴力を補うための設備

11浴室等

・出入口（幅≧80cm、戸の構造、衝突防止、高低差）
・浴室内（滑りにくい仕上げ、浴槽等の配置、浴槽の縁の高さ）

・シャワー用区画（出入口の幅≧80cm、手すり、固定式腰掛台の高さ）
・更衣用区画（出入口の幅≧80cm）　・滑りにくい仕上げ

階段、ＥＶその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近の標識 ・階段、エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることをJIS適合図により表示

13案内設備
・階段、ＥＶ等、便所、駐車施設の配置をJIS適合図により表示

・階段、ＥＶ等、便所、駐車施設の配置を点字・文字等の浮き彫り・音による案内等

９敷地内の
通路

・滑りにくい仕上げ　・段がある部分の基準　・傾斜路の基準

・通路の幅　・転回場所　・戸の構造等　・傾斜路の基準　・排水溝の基準

・視覚障害者利用経路　・線状ブロック等及び点状ブロック等　・音声等の誘導設備

10駐車場

・幅≧350cm　・高齢者等利用経路の短縮　・JIS適合図の表示　・案内板

・幅≧350cm　・高齢者等利用経路の短縮　・JIS適合図の表示　・案内板

－ － － － －

８ホテル又
は旅館の客
室

・出入口から便所及び浴室等までの経路　・出入口からベッドまでの経路
・車椅子を転回することができる空間
・便所（出入口の基準、洗面所の基準、便房の基準、滑りにくい仕上げ、非常ボタン）
・浴室等（出入口の基準、車椅子使用者が円滑利用できる空間、滑りにくい仕上げ、
　非常ボタン、手すり等の配置、浴槽の縁の高さ）

・客の来訪及び非常時の情報を、点灯及び音声により知らせるための装置

・道等から一般客室まで（段又は階段を設けない、傾斜路、EV、その他の昇降機の併設）
・車椅子使用者利用駐車施設から一般客室まで（段又は階段を設けない、傾斜路、EV、その他の昇降機の併設）

・出入口の幅　・段又は階段を設けない
・出入口から便所及び浴室等までの経路　・出入口からﾍﾞｯﾄﾞまでの経路
・車椅子を転回することができる空間
・便所（出入口の幅、便器及び洗面器に車椅子で近づくことができる空間、滑りにくい仕上げ）
・浴室等（出入口の幅、浴槽に車椅子で近づくことができる空間、滑りにくい仕上げ、手すり）

－ － － － － －
・ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ　・ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ対応便房の標識　・ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ対応便所の標識
・おむつ交換台　・おむつ交換台対応便所の標識

施設に１以上

施設に２以上

６エレベー
ターその他
の昇降機

・ＥＶの停止階　・かごの構造、寸法等　・かごの装置　・かご内及び乗降ロビーの装置
・乗降ロビー寸法、装置　・視覚障害者等が利用するＥＶ及びその乗降ロビーの装置

・高齢者等利用経路との連結　・かごの幅及び奥行き　・(1)ｱ､ｲ､ｵ～ｽ

(1)ｱ、ｲ、ｵ～ｽ

・告示規定の特殊構造昇降機　・昇降路出入口部分の水平面

７便所

・高齢者等が利用する階の数に相当する数以上設置

(2) 高齢者等が利用する便所
・出入口（・傾斜路の幅及び勾配　・出入口の幅　・戸の構造等）

全階が小規模階かつ小規模階の合計が1,000㎡未満の特定施設

2,000㎡未満の特定施設

・戸の構造　・腰掛便座、手すり等の配置　・便器の洗浄装置

・水洗器具

・ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式汚物流し　・温水ｼｬﾜｰ　・鏡　・棚又は台　・衣服を掛ける設備
・ｵｽﾄﾒｲﾄ対応便房の標識　・ｵｽﾄﾒｲﾄ対応便所の標識

(10) 乳幼児用設備を備えた便房・便所

・滑りにくい仕上げ

(3) 高齢者等が利用する便所のうち１以上
・洗面所（・洗面器の高さ、手すり、水洗器具）

・男子用小便器（形式、手すり）

・出入口の幅　・戸の構造　・腰掛便座、手すり等の配置　・便器の洗浄装置
・車椅子使用者が円滑利用できる空間　・JIS適合図の標識（便房）
・独立便所（非常ボタン、洗面所の基準）　・JIS適合図の標識（便所）

５傾斜路

・滑りにくい仕上げ　・握りやすい高さの手すり　・傾斜路を容易に識別できる措置
・側板又は立ち上がり　・傾斜路踊場の点状ブロック等

(2) 高齢者等利用経路を構成する傾斜路
・階段に代わる傾斜路の幅、階段と併設する傾斜路の幅≧90cm

・勾配≦1/12　・高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

・記載用カウンター

・公衆電話台

４階段 高齢者等が利用する階段

・滑りにくい仕上げ　・片側に握りやすい高さの手すり

・両側に握りやすい高さの手すり

・段を容易に識別できる措置　・段鼻のつまずき防止　・蹴込み板及び滑り止め
・側板又は立ち上がり　・回り階段　・階段踊場の点状ブロック等

３廊下等

(1) 高齢者等が利用する廊下等

・滑りにくい仕上げ

・握りやすい高さの手すり

・階段又は傾斜路の点状ブロック等

・幅≧120cm　・転回場所≦50m　・戸の構造等

・授乳所、授乳室

(4) 固定式の記載用カウンター又は公衆電話台

２出入口

・点状ブロック等

(2) 高齢者等利用経路を構成する外部出入口

・幅≧80cm　・戸の構造等

・戸の前後に高低差なし

・幅≧80cm　・戸の構造等　・戸の前後に高低差なし

１高齢者等
利用経路

(1) 高齢者等利用経路

・高齢者等利用居室（共同住宅・寄宿舎の集会室等含む）、劇場等の車椅子使用者利用区画

・共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室

・車椅子使用者利用便房　・車椅子使用者利用駐車施設　・公共用歩廊

(2) 高齢者等利用経路上の段又は階段
・段又は階段を設けない　・傾斜路、EV、その他の昇降機の併設

・階と階との間の上下移動に係る部分への傾斜路、EV、その他の昇降機の併設

特　定　施　設　整　備　基　準　（　規　則　別　表　第　３　第　１　）

事
務
所
ᵧ

工
場

床面積の合計100㎡以上の規模 床面積の合計1000㎡以上の規模

床面積の合計500㎡以上の規模 床面積の合計2000㎡以上の規模

床面積の合計2000㎡以上又は戸数の合計21戸以上の規模 床面積の合計5000㎡以上の規模
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規則別表第１、第２に掲げる「基準規模」

全ての規模 床面積の合計50㎡以上の規模
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関-84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3

 ● A

 ●1 B

C

※

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

ｲ － － － － － － － － － － － － － － － － － － A B

ｳｴｵ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(2) 高齢者等利用経路上の段又は階段 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(1) 視覚障害者等が利用する主たる外部出入口 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(2) 高齢者等利用経路を構成する外部出入口 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(3)
高齢者等利用経路を構成する出入口（外部出入口
除く）

ｱ～ｴ ● ● ● ● ● ● － ● ● － ●1 － － － － － － － － －

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

ｲ － ● － ●かつC － － － － － － － － － － － － － － － －

ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B
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(1)(2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(4)～(9) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(1) 高齢者等が利用する傾斜路 ｱ～ｵ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(2) 高齢者等利用経路を構成する傾斜路 ｲｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

６エレベーター
その他の昇降機

(4) 高齢者等利用経路を構成する特殊構造昇降機 ｱｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 － －

ｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 － －

ｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(7) 腰掛式便房 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 － －

(1) 高齢者等が利用する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(2) 高齢者等利用経路を構成する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(3) 視覚障害者等が利用する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

10駐車場
(3)
(4)

高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車
場を設ける場合の車椅子使用者利用駐車施設

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 － －

11浴室等
(2)
(3)

高齢者等が利用するシャワー室 ｱ～ｵ ● － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

・幅≧350cm　・高齢者等利用経路の短縮　・JIS適合図の表示　・案内板

・シャワー用区画（出入口の幅≧80cm、手すり、固定式腰掛台の高さ）
・更衣用区画（出入口の幅≧80cm）　・滑りにくい仕上げ

高齢者等が利用する便所のうち１以上
・洗面所（・洗面器の高さ、手すり、水洗器具）

・男子用小便器（形式、手すり）

・戸の構造　・腰掛便座、手すり等の配置　・便器の洗浄装置

９敷地内の通路

・滑りにくい仕上げ　・段がある部分の基準　・傾斜路の基準

・通路の幅　・転回場所　・戸の構造等　・傾斜路の基準　・排水溝の基準

・視覚障害者利用経路　・線状ブロック等及び点状ブロック等　・音声等の誘導設備

５傾斜路

・滑りにくい仕上げ　・握りやすい高さの手すり　・傾斜路を容易に識別できる措置
・側板又は立ち上がり　・傾斜路踊場の点状ブロック等

・勾配≦1/12　・高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

・告示規定の特殊構造昇降機　・昇降路出入口部分の水平面

７便所

(2) 高齢者等が利用する便所
・出入口（・傾斜路の幅及び勾配　・出入口の幅　・戸の構造等）

・滑りにくい仕上げ

(3)

(4) 固定式の記載用カウンター又は公衆電話台
・記載用カウンター

・公衆電話台

４階段 高齢者等が利用する階段

・滑りにくい仕上げ　・片側に握りやすい高さの手すり

・段を容易に識別できる措置　・段鼻のつまずき防止　・蹴込み板及び滑り止め
・側板又は立ち上がり　・回り階段　・階段踊場の点状ブロック等

２出入口

・点状ブロック等

・幅≧80cm　・戸の構造等

・幅≧80cm　・戸の構造等　・戸の前後に高低差なし

３廊下等

(1) 高齢者等が利用する廊下等

・滑りにくい仕上げ

・握りやすい高さの手すり

・階段又は傾斜路の点状ブロック等

１高齢者等利用経路
(1) 高齢者等利用経路

・高齢者等利用居室（共同住宅・寄宿舎の集会室等含む）、劇場等の車椅子使用者利用区画

・共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室

・車椅子使用者利用便房　・車椅子使用者利用駐車施設　・公共用歩廊

・段又は階段を設けない　・傾斜路、EV、その他の昇降機の併設

室数の合計51室以上の規模

主として高齢者又は障害者が利用するものに限る

固定式カウンター、公衆電話台を設置する場合に適用

特　定　施　設　整　備　基　準　（　規　則　別　表　第　３　第　１　）

凡例：特定施設整備基準を適用する規模等

規則別表第１、第２に掲げる「基準規模」 規則別表第３第１による規模等

全ての規模 戸数の合計21戸以上の規模

床面積の合計100㎡以上の規模
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街
等

展
示
場

事
務
所
ᵧ

工
場

規則別表第２

【官公署、公衆便所、ホテル等、路外駐車場等を除く】
学
校

病
院
等

劇
場
等

物
販
店
舗

ホ
テ
ル
等

官
公
署

老
人
ホ
ᶌ

ム
等

運
動
施
設

博
物
館
等

銀
行
等

自
動
車
教
習
所

■ 特 定 施 設 整 備 基 準 適 用 表 ■ 1000㎡未満用

公
益
的
施
設
及
び
共
同
住
宅
等

規則別表第１

地
下
街
又
は
建
築
物
の
地
階
で
連
続
し
て
地
下
道
に
面
し
て
設
け
ら
れ
た

も
の
と
当
該
地
下
道
を
あ
わ
せ
た
も
の

路
外
駐
車
場
等

共
同
住
宅

基
準
規
模
３
０
０
０
㎡
以
上
の
た
め
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
厓

全
規
模
用
の
適
用
表
・
計
画
調
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
厓

全
規
模
用
の
適
用
表
・
計
画
調
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
厓

全
規
模
用
の
適
用
表
・
計
画
調
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
厓

全
規
模
用
の
適
用
表
・
計
画
調
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
厓
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床面積

(1)

□ □ □ ア

□ □ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

□ □ オ

(2)

□ □

□ □

□ □ □

(1)

□ □ □

(2)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ □ エ

(3)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

(1)

□ □ □ ア

□ □ □ イ

□ □ □ ウ

(2)

□ □ ア

□ □ イ

□ □

□ □

(3)

□ □ □

(4)

□ □ □

□ □ □

㎡

車椅子の転回に支障がない場所の設置距離≦50m

段又は階段を設けない

 □ 壁、固定式のついたて等により外部から見通せない授乳所　　□ 授乳室

70cm≦カウンターの高さ≦80cm、下部空間：高さ≧65cm、奥行≧45cm

段又は階段への（ □ 傾斜路　□ＥＶ　□その他の昇降機）の併設

□

適
用
欄

２出入口

戸を設
ける場
合

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

戸の全面が透明な場合　衝突防止措置

戸の前後に高低差なし

戸の全面が透明な場合の衝突防止措置

幅≧80cm

幅≧80cm

□

□

視覚障害者等が利用する主たる外部出入口

戸を設
ける場
合 戸の前後に高低差なし

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

インターネット等によるバリアフリー情報の公表義務（条例第24条の２関係）の適用
※ 4ページ目を参考に右欄の該当する□にチェックしてください。

 □公表義務あり　□公表義務なし

全規模用
特定施設整備（特別特定建築物建築）計画調書

建築物の所在地

〈規則第7条第2項第7号（第12条の5第2項第2号）関係〉

授乳所

高齢者等利用経路

高齢者等利用経路を構成する外部出入口

建築物の用途

完
了
時

①『特定施設等整備基準適用表』をもとに左記チェック欄「適用欄」の□をチェックしてください。
　　「★」は条例独自基準のため、建築確認での審査対象外です。「★」がある「□」にチェックが入る場合は、
　　条例の届出を行ってください。
②「適用欄」をチェックした基準について｢届出･申請時｣｢完了時｣において□をチェックしてください。
③《特定施設整備基準》欄の該当する□にチェックし、その他【 】には具体的内容を記載してください。
④ 1(1)高齢者等利用経路、9(3)及び14の視覚障害者利用経路を配置図・平面図で図示してください。

《　特　定　施　設　整　備　基　準　》

道等から高齢者等利用居室（共同住宅・寄宿舎の集会室等を含み、劇場等の場合は当該居室内の車椅子使用者利用区
画）までの経路のうち１以上

チェック欄

１高齢者
等利用経
路

□

高齢者等利用居室から車椅子使用者利用便房までの経路のうち１以上

車椅子使用者利用駐車施設から高齢者等利用居室までの経路のうち１以上

公共用歩廊の一方の道等から他方の道等までの経路の全て

□

高齢者等利用経路上の段又は階段

道等から共同住宅の住戸・寄宿舎の寝室までの経路のうち１以上

届
出
･
申
請
時

固定式の記載用カウンター又は公衆電話台

階と階との間の上下の移動に係る部分への（ □傾斜路　□ＥＶ　□その他の昇降機）の併設

戸を設
ける場
合

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

出入口前後の点状ブロック等

視覚障害者等が利用する階段又は傾斜路に近接する部分の点状ブロック等

70cm≦公衆電話台の高さ≦80cm、下部空間：高さ≧65cm、奥行≧45cm

高齢者等が利用する廊下等

高齢者等利用経路を構成する出入口（外部出入口を除く）

記載用カウンター

公衆電話台

高齢者等利用経路を構成する廊下等

戸の前後に高低差なし

ウ

３廊下等

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

幅≧120cm

握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり

調書1-1



関-86

(1)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

□ □ オ

(2)

□ □ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

(1)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

□ □ オ

□ □ カ

□ □ キ

□ □ ク

□ □ ケ

□ □ コ

□ □ サ

□ □ シ

□ □ ス

□ □ (ｱ)

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

(2)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

(3)

□ □ □

(4)

□ □ ア

□ □ イ

(1)

□ □ ア

□ □ イ

(2)

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ □ イ

(3)

□ □ (ｱ)

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □

□ □

到着する階及び戸の開閉を音声で知らせる装置

点字・音声案内等で操作できる制御装置

到着するかごの昇降方向を音声で知らせる装置

左右両面の側板に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり

７便所
（(1)はす
べて。(2)
～(6)は男
子用及び
女子用の
区別があ
るとき
は、それ
ぞれ１以
上が基準
をみたす
こと。）

□

高齢者等が利用する便所の設置数

□

かごの装置

かご内及び
乗降ロビーの装置

乗降ロビーの寸法・装
置

視覚障害者等が利用す
るＥＶ及びその乗降ロ
ビーの装置

高齢者等利用経路（共同住宅・寄宿舎の集会室等までの経路を含む）を構成するＥＶ及びその乗降ロビー

ＥＶの停止階

かごの構造・寸法等

平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造

セ

点灯等により押したことが確認できる非常ボタン

男子用
小便器

高齢者等利用経路を構成する傾斜路

階段に代わる傾斜路の幅≧120cm、階段と併設する傾斜路の幅≧90cm

戸の開閉状態を確認できる鏡

勾配＞1/20かつ側面が壁でない場合　側板又は立ち上がり≧5cm

□

□

幅≧140cm、奥行き≧135cm

(1)ア、イ、オ～ス

高齢者等利用経路との連結

文字及び音声により非常時の情報を知らせる装置

停止予定階及び現在位置を表示する装置

高低差なし、幅及び奥行≧150cm

到着するかごの昇降方向を表示する装置

視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック等

□

勾配≦1/12（高低差≦16cm の場合 勾配≦1/8）

傾斜路の高低差＞75cmの場合　高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

昇降路の出入口に接する部分の水平面

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

必要設置数　①-(②+③+④)

70cm≦洗面器の高さ≦80cm

高齢者等が利用する便所のうち１以上

高齢者等が利用する便所

ア

かご内

車椅子使用者が利用しやすい高さ（標準：80cm～110cm）の制御装置

設置数

共同住宅のＥＶ（地上階又はその直上階・直下階のみに住戸を設ける場合を除く）

かごの幅≧100cm かつ 奥行≧110cmのＥＶ（(1)又は(2)のＥＶを設ける場合を除く）

かごの幅≧100cm、奥行≧110cm

□

かご内又は乗降ロビー

(ｱ)
床面に高低差がある場合
の傾斜路

①階の総数

②高齢者等が利用する階以外の階の数

③アに該当する階の数

(ｲ)

(1)ア、イ、オ～ス

高齢者等利用経路を構成する特殊構造昇降機

かご内及び乗降ロビー

車椅子の転回に支障がない構造

□

５傾斜路

□

□

□

□

利用者を感知し、自動的に戸の閉鎖を制止する装置

高齢者等が利用する傾斜路

６エレ
ベーター
その他の
昇降機

出入口幅≧80cm

高齢者等利用居室の存する階、車椅子使用者利用便房の存する階、車椅子使用者利用駐車施
設の存する階、地上階

ア 洗面器の周囲の手すり

イ

洗
面
所 水洗器具（ □ レバー式　  □ 光感知式　  □ その他【　　　　　　　】）

高齢者等が利用する階（次のア又はイ掲げる階を除く）の階数に相当する数以上

地上階であって、高齢者等が利用する便所を１以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にあるもの

高齢者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階、高齢者等の滞在時間が短い階その他の建築物の管理運営上高齢
者等が利用する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階

１
以
上
の
出
入
口

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

勾配＞1/20又は高さ＞16cmの場合　握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）

傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置

小便器（ □ 床置き式    □ 壁掛け式    □ その他【　　　　　　　】　）

④イに該当する階の数

周囲の手すり

幅≧80cm

戸を設ける場合

※不特定多数が利用する施設における従業員専用階など

≧必要設置数

幅≧90cm

勾配≦1/12（高さ≦16cmの場合 勾配≦1/8）

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　】）

戸の全面が透明な場合の衝突防止措置

戸の前後に高低差なし
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関-88

(1)

□ □

□ □

□ □ イ

□ □ ウ

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ (ｴ)

□ □ (ｵ)

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □ (ｴ)

□ □ (ｵ)

□ □ (ｶ)

(2)

□ □ □

(3)

□ □

□ □

□ □

□ □

(4)

□ □ ア

□ □ イ

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ オ

□ □

□ □

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □

□ □

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □ (ｴ)

便
所

□

□

段又は階段を設けない

出入口の幅≧80cm

ウ

出入口から１以上のベッドまでの
経路

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

適切な位置に手すりを設置

カ

(ｱ)

浴
室
等

キ

ア

出入口の幅≧75cm

出入口の幅≧70cm
(ｱ)

便器及び洗面器に車椅子を使用して近づくことができる空間

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

車椅子を転回することができる空間

戸を設ける場
合

幅≧80cm

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

エ

戸の前後に高低差なし

戸の全面が透明な場合の衝突防止措置

洗面所

出
入
口

高低差がある場合
の傾斜路

戸の構造（ □ 自動開閉扉　  □ 引き戸　  □ その他【　　　　　　　】）
戸を設ける場
合

オ

便
所

(ｲ)

車椅子使用者利用客室

出入口の幅≧70cm

８ホテル
又は旅館
の客室

出入りしやすい浴槽の縁の高さ（標準：洗い場の床面から40cm～45cm）

(ｱ)

幅≧80cm

戸の構造（ □自動開閉扉　□引き戸　□その他【　　　　　　　】）

腰掛便座、手すり等の適切な設置

便器の洗浄装置（ □光感知式　□押ボタン式　□その他【　　　　　　　】）

車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間

戸の前後に高低差なし

(ｱ)

一般客室

段又は階段への（ □ 傾斜路　□ＥＶ　□その他の昇降機）の併設

□

エ

70cm≦洗面器の高さ≦80cm

便房の出入口

車椅子使用者利用駐車施設から一般客室
まで

道等から一般客室まで

出入口から便所及び浴室等までの
経路

段又は階段を設けない

段又は階段を設けない

経路の幅≧80cm

経路の幅≧80cm

内角 90 度以内に屈曲する箇所≧100cm×100cm

設置数

内角 90 度以内に屈曲する箇所≧100cm×100cm

ベッド長辺までの経路の幅≧80cm

ベッドまでの経路の幅≧80cm

幅≧80cm

ベッド長辺までの経路の幅≧80cm

浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置

戸の前後に高低差なし

便
房

浴
室
等

(ｳ)

出入口の幅≧75cm

車椅子を転回することができる空間

一般客室までの経路

客の来訪及び非常時の情報を、点灯及び音声により知らせるための装置を備えた客室

客の来訪及び非常時の情報を、点灯及び音声により知らせるための装置

(ｲ)

出
入
口

車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間

点灯等により押したことが確認できる非常ボタン

ア

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

浴槽に車椅子を使用して近づくことができる空間

段又は階段への（ □ 傾斜路　□ＥＶ　□その他の昇降機）の併設

(ｱ)

水洗器具（ □ レバー式　  □ 光感知式　  □ その他【　　　　　　　】）

□

客室総数の１％以上の車椅子使用者利用客室の設置

総客室数

必要設置数

戸の構造（ □ 自動開閉扉　  □ 引き戸　  □ その他【　　　　　　　】）

戸の全面が透明な場合　衝突防止措置

※総客室数×1/100（端数切上げ）

≧必要設置数

出入口から便所及び浴室等までの経路

出入口からベッドまでの経路

□

点灯等により押したことが確認ができる非常ボタン

幅≧90cm

勾配≦1/12、（高低差≦16cmの場合　勾配≦1/8）
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(1)

□ □ ア

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

(2)

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

(3)

□ □

□ □ (ｱ)

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □ イ

□ □ (ｱ)

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □ (ｴ)

勾配＞1/20かつ側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり≧5cm
傾
斜
路

段
が
あ
る
部
分

ア 建築物管理者等が常時勤務する案内所から敷地の出入口を容易に視認できる

幅≧120cm

視
覚
障
害
者
利
用
経
路

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置

段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置

□

点
状
ブ
ロ
ᶅ

ク
等

段又は傾斜路の上端又は下端に近接する部分

勾配＞1/20の部分に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）

車椅子の転回に支障がない場所の設置距離≦50m
ア

９敷地内
の通路

高齢者等が利用する敷地内の通路

排
水
溝

粗面又は滑りにくい材料による仕上げの溝ぶた

車椅子のキャスターが落ち込まない溝ぶた

線状ブロック等及び点状ブロック等の適切な組み合わせ、又は音声その他の方法により誘導する設備

主として自動車の駐車の用に供する施設

敷地の出入口付近にモニター付インターフォン等、音声による誘導案内設備の設置
道等から案内設備までの経路がイ、ウの基準に適合

道等から外部出入口までの経路のうち１以上（下記の場合を除く）

ウ

視覚障害者等が利用する敷地内の通路

□ 階段に代わる傾斜路の幅≧120cm、階段と併設する傾斜路の幅≧90cm

ウ

勾配≦1/12（高低差≦16cm の場合 勾配≦1/8）

高齢者等利用経路を構成する敷地内の通路

傾
斜
路

イ

□

握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり

傾斜路の高低差＞75cmの場合　高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

戸の前後に高低差なし

戸を設ける場
合

段又は傾斜がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分

車路に近接する部分

車路を横断する部分

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

イ

ウ

側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり≧5cm

□主たる階段を回り階段としない　　□ 主たる階段を回り階段以外とすることが困難

傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置

蹴込板及び滑り止め



関-90

(1)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

(2)

①+②

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

(3)

□ □

□ □

□ □

□ □

(4)

①+②

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

(1)

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

□ □ オ

□ □ □

幅≧350cm

高齢者等が利用するシャワー室

高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車場を設ける場合の車椅子使用者利用駐車施設

□

令和６年国交省告示第1072号第１号又は第２号に該当

□

戸の前後に高低差なし

□ □

≧必要設置数

※駐車台数総数×2/100（駐車台数200超の場合1％+２）以上（端数切上げ）

必要設置数
□

≧必要設置数

高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置

11浴室等
（男子用
及び女子
用の区別
があると
きは、そ
れぞれ１
以上が基
準をみた
すこ
と。）

更衣用区画の出入口の幅≧80cm

戸を設
ける場
合

10駐車場

駐車台数総数

12標識

階段、ＥＶその他の昇降機、便所又は駐車施設があることをJIS適合図により表示

高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車場を設ける場合の車椅子使用者利用駐車施設（車椅子使用者対応の機械式駐車場
を有し、R6国交省告示第1072号第１号又は第２号に該当する場合）

戸の全面が透明な場合の衝突防止措置

高齢者等が利用する駐車場を設ける場合の車椅子使用者利用駐車施設

階段、ＥＶその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近の標識

出入りしやすい浴槽の縁の高さ（標準：洗い場の床面から40cm～45cm）

区画面及びその付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識

１以上の車椅子使用者利用駐車施設を設置（②≧１）

区画面及びその付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識

幅≧350cm

駐車場の出入口付近に車椅子使用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案
内板

出
入
口

シャワー用区画の手すり

浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置

高齢者等が利用する浴室

シャワー用区画に固定式腰掛台を設ける場合　40cm≦高さ≦45cm

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

幅≧80cm

(2)(3)

□

シャワー用区画の出入口の幅≧80cm

□

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
浴
室
内

高齢者等が利用する駐車場を設ける場合の車椅子使用者利用駐車施設（車椅子使用者対応の機械式駐車場を有し、R6国交省告示
第1072号第１号又は第２号に該当する場合）

駐車場の出入口付近に車椅子使用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案内板

□

駐車場の出入口付近に車椅子使用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案内板

駐車台数の総数の２％以上（駐車台数200超の場合１％＋２以上）の車椅子使用者利用駐車施設を設置

□

□ □
駐車台数総数

必要設置数

幅≧350cm

高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置

区画面及び付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識

幅≧350cm

高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置

区画面及びその付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識

駐車場の出入口付近に車椅子使用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案内板

□

駐車台数の総数の２％以上（駐車台数200超の場合１％＋２以上）の車椅子使用者利用駐車施設を設置

１以上の車椅子使用者利用駐車施設を設置（②≧１）

□ □

令和６年国交省告示第1072号第１号又は第２号に該当

※駐車台数総数×2/100（駐車台数200超の場合1％+２）以上（端数切上げ）

設置数

高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置

①車椅子使用者対応の機械式駐車場の数

②車椅子使用者利用駐車施設の数

駐車台数総数

車椅子使用者利用駐車施設の必要設置数

①車椅子使用者対応の機械式駐車場の数

②車椅子使用者利用駐車施設の数

※車椅子対応の機械式駐車場及び車椅子使用者利用駐車施
設の駐車台数含む

※駐車台数総数×2/100
（駐車台数200超の場合1％+２）以上（端数切上げ）

駐車台数総数
※車椅子対応の機械式駐車場及び車椅子使利用者用駐車施
設の駐車台数含む

車椅子使用者利用駐車施設の必要設置数
※駐車台数総数×2/100
（駐車台数200超の場合1％+２）以上（端数切上げ）

設置数
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(1)

□ □ □

(2)

□ □ □

□ □

□ □ (1)

□ □ (2)

□ □

(1)

□ □

□ □ ア

□ □ イ

(2)

□★ □ □

※

区分

3

備考　:

□

２以上設置（固定式の観覧席等の数が400超の場合は0.5%以上（１未満の端数切上げ））

4
(1) 官公署 全ての規模

(2) 公共の交通機関の施設

15固定式
の観覧席
等

集団補聴設備等

難聴者の聴力を補うための設備の設置

寸法

(6) 理髪店等

床面積の合計2,000平方メートル以上の規模（２以上の用途が存する建築物を含む。以下この表の備考
において同じ。）

(2) 劇場等

床は平らに

１の項に掲げる施設又は２の項に掲げる施設（２の項に掲げる施設にあっては、床面積の合計2,000平方メートル以上の規模の施設を
除く。）のうち異なる区分に属するものが２以上存する建築物にあっては、床面積の合計10,000平方メートル以上の規模とする。

ホテル等 客室の合計50室以上又は床面積の合計1,000平方メートル以上の規模

※参考：インターネット等によるバリアフリー情報の公表義務（条例第24条の２関係）

　下表の用途及び規模の施設の所有者・管理者は、施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに関する情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で公表する義務があります。

2

(1) 病院等

規則第12条の5第1項に規定する建築物移動等円滑化基準緩和認定申請書を提出する場合、建築基準法第6条第1項の規定による確認の
申請書の写し（申請しようとする図書の写し）とともに、本調書を添付してください。その際には、緩和認定を受けようとする部分だ
けでなく、適用される特定施設整備基準の全てについて記載してください。

(3) 運動施設（一般公共の用に
供されるものに限る。）

(4) 博物館等

(5) 銀行等

(6) 地下街等

(4) 公衆浴場

13案内設
備

 □ 点字　  □ 文字等の浮き彫り　  □ 音による案内　  □ その他【　　　　　　　】　□案内所

案内板その他の設備

視覚障害者に示すための設備

階段、ＥＶその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置をJIS適合図により表示

□

別表第４の２（福祉のまちづくり条例施行規則第12条の２関係）

1

(1) 展示場

施設の規模

床面積の合計10,000平方メートル以上の規模（２以上の用途が存する建築物を含む。）

(2) 物販店舗

(7) クリーニング取次店等

(3) 遊技場

幅≧90cm、奥行≧140cm

車椅子使用者が円滑に利用できる区画

線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により誘導する設備

視
覚
障
害
者
利
用
経
路

(5) 飲食店

建築物管理者等が常時勤務する当該建築物の内部にある案内所から、直接地上へ通じる出入口を容易に視認で
き、かつ、道等から当該出入口までの経路が９(3)イ、ウの基準に適合

主として自動車の駐車の用に供する施設

道等から案内設備までの経路のうち1以上（下記の場合を除く）

施設の用途

14案内設
備までの
経路

道等から案内設備までの経路



関-92

調書1-2

床面積

(1)

□ □ □ ア

□ □ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

□ □ オ

(2)

□ □

□ □

(1)

□ □ □

(2)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

(3)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

(1)

□ □ □ ア

□ □ □ イ

□ □ □ ウ

(4)

□ □ □

□ □ □

□ □ (1)

□ □ (2)

□ □ (4)

□ □ (5)

□ □ (6)

□ □ (7)

□ □ (8)

□ □ (9)

(1)

□ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

□ □ オ

(2)

□ □ イ

□ □ ウ

(4)

□ □ ア

□ □ イ

６エレベー
ターその他の
昇降機

高齢者等利用経路を構成する特殊構造昇降機

□
平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造

昇降路の出入口に接する部分の水平面

□主たる階段を回り階段としない　　□ 主たる階段を回り階段以外とすることが困難

視覚障害者等が利用する階段の踊場の両端部分の点状ブロック等

５傾斜路 高齢者等が利用する傾斜路

□

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

勾配＞1/20又は高さ＞16cmの場合　握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）

傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置

勾配＞1/20かつ側面が壁でない場合　側板又は立ち上がり≧5cm

視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック等

４階段 高齢者等が利用する階段

□
粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

片側に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）

□

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置

段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置

蹴込板及び滑り止め

側面が壁でない場合　側板又は立ち上がり≧5cm

高齢者等利用経路を構成する傾斜路

□
勾配≦1/12（高低差≦16cm の場合 勾配≦1/8）

傾斜路の高低差＞75cmの場合　高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

３廊下等 高齢者等が利用する廊下等

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり

視覚障害者等が利用する階段又は傾斜路に近接する部分の点状ブロック等

固定式の記載用カウンター又は公衆電話台

記載用カウンター 70cm≦カウンターの高さ≦80cm、下部空間：高さ≧65cm、奥行≧45cm

公衆電話台 70cm≦公衆電話台の高さ≦80cm、下部空間：高さ≧65cm、奥行≧45cm

戸の全面が透明な場合の衝突防止措置

高齢者等利用経路を構成する出入口（外部出入口を除く）

□

幅≧80cm

戸を設ける
場合

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

戸の全面が透明な場合　衝突防止措置

戸の前後に高低差なし

段又は階段を設けない

段又は階段への（ □ 傾斜路　□ＥＶ　□その他の昇降機）の併設

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

１高齢者等利
用経路

高齢者等利用経路

道等から高齢者等利用居室（共同住宅・寄宿舎の集会室等を含み、劇場等の場合は当該居室内の車椅子使用
者利用区画）までの経路のうち１以上

道等から共同住宅の住戸・寄宿舎の寝室までの経路のうち１以上

□

高齢者等利用居室から車椅子使用者利用便房までの経路のうち１以上

車椅子使用者利用駐車施設から高齢者等利用居室までの経路のうち１以上

公共用歩廊の一方の道等から他方の道等までの経路の全て

高齢者等利用経路上の段又は階段（階と階との間の上下の移動に係る部分を除く）

□

特定施設整備（特別特定建築物建築）計画調書 1000㎡
未満用【官公署、公衆便所、ホテル等、路外駐車場等を除く】

〈規則第7条第2項第7号（第12条の5第2項第2号）関係〉

建築物の所在地

建築物の用途 ㎡

チェック欄 《　特　定　施　設　整　備　基　準　》

適
用
欄

届
出
･
申
請
時

完
了
時

①『特定施設等整備基準適用表』をもとに左記チェック欄「適用欄」の□をチェックしてください。
②「適用欄」をチェックした基準について｢届出･申請時｣｢完了時｣において□をチェックしてください。
③《特定施設整備基準》欄の該当する□にチェックし、その他【 】には具体的内容を記載してください。
④ 1(1)高齢者等利用経路、9(3)の視覚障害者利用経路を配置図・平面図で図示してください。

２出入口 視覚障害者等が利用する主たる外部出入口

出入口前後の点状ブロック等

高齢者等利用経路を構成する外部出入口

□

幅≧80cm

戸を設ける
場合
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(2)

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ □ イ

(3)

□ □ (ｱ)

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □

□ □

(7)

□ □

□ □

□ □

(1)

□ □ ア

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

(2)

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

(3)

□ □

□ □ (ｱ)

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □ イ

□ □ (ｱ)

□ □ (ｲ)

□ □ (ｳ)

□ □ (ｴ)

点
状
ブ
ロ
ᶅ

ク
等

段又は傾斜路の上端又は下端に近接する部分

段又は傾斜がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分

車路に近接する部分

車路を横断する部分

視覚障害者等が利用する敷地内の通路

□

ア

視
覚
障
害
者
利
用
経
路

道等から外部出入口までの経路のうち１以上（下記の場合を除く）

主として自動車の駐車の用に供する施設

建築物管理者等が常時勤務する案内所から敷地の出入口を容易に視認できる

敷地の出入口付近にモニター付インターフォン等、音声による誘導案内設備の設置
道等から案内設備までの経路がイ、ウの基準に適合

線状ブロック等及び点状ブロック等の適切な組み合わせ、又は音声その他の方法により誘導する設備

ウ

ウ
排
水

溝
粗面又は滑りにくい材料による仕上げの溝ぶた

車椅子のキャスターが落ち込まない溝ぶた

□

ア

幅≧120cm

車椅子の転回に支障がない場所の設置距離≦50m

戸を設ける
場合

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

戸の前後に高低差なし

イ
傾
斜
路

階段に代わる傾斜路の幅≧120cm、階段と併設する傾斜路の幅≧90cm

□

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

腰掛便座、手すり等の適切な配置

便器の洗浄装置（ □ 光感知式　　□ 押ボタン式　　□その他【　　　　　　　】）

９敷地内の通
路

高齢者等が利用する敷地内の通路

□

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

イ

段
が
あ
る
部
分

ウ
傾
斜
路

傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置

勾配＞1/20かつ側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり≧5cm

勾配＞1/20の部分に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）

高齢者等利用経路を構成する敷地内の通路

握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置

段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置

蹴込板及び滑り止め

側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり≧5cm

□主たる階段を回り階段としない　　□ 主たる階段を回り階段以外とすることが困難

勾配≦1/12（高低差≦16cm の場合 勾配≦1/8）

傾斜路の高低差＞75cmの場合　高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

７便所
（(1)はすべ
て。(2)(4)は
男子用及び女
子用の区別が
あるときは、
それぞれ１以
上が基準をみ
たすこと。）

高齢者等が利用する便所

□ ア

１
以
上
の
出
入
口

(ｱ)
床面に高低差があ
る場合の傾斜路

幅≧90cm

勾配≦1/12（高さ≦16cmの場合 勾配≦1/8）

(ｲ)

□ イ
男子用
小便器

小便器（ □ 床置き式    □ 壁掛け式    □ その他【　　　　　　　】　）

周囲の手すり

腰掛式便房

高齢者等が利用する便所のうち１以上

□ ア
洗
面
所

70cm≦洗面器の高さ≦80cm

洗面器の周囲の手すり

水洗器具（ □ レバー式　  □ 光感知式　  □ その他【　　　　　　　】）

幅≧80cm

戸を設ける場合

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　】）

戸の全面が透明な場合の衝突防止措置

戸の前後に高低差なし



関-94

(3)

□ □

□ □

□ □

□ □

(4)

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ □ ア

□ □ イ

□ □ ウ

□ □ エ

□ □ オ

１以上の車椅子使用者利用駐車施設を設置（②≧１）

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

シャワー用区画の手すり

シャワー用区画に固定式腰掛台を設ける場合　40cm≦高さ≦45cm

※規則第12条の5第1項に規定する建築物移動等円滑化基準緩和認定申請書を提出する場合、建築基準法第6条第1項の
　規定による確認の申請書の写し（申請しようとする図書の写し）と共に、本調書を添付してください。その際には、
　緩和認定を受けようとする部分だけでなく、適用される特定施設整備基準の全てについて記載してください。

幅≧350cm

高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置

区画面及び付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識

駐車場の出入口付近に車椅子使用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導す
る案内板

11浴室等
（男子用及び
女子用の区別
があるとき
は、それぞれ
１以上が基準
をみたすこ
と。）

(2)(3) 高齢者等が利用するシャワー室

シャワー用区画の出入口の幅≧80cm

ᶝ

学
校
の
み
ᶞ

更衣用区画の出入口の幅≧80cm

□

10駐車場

□

※車椅子対応の機械式駐車場及び車椅子使用者利用
駐車施設の駐車台数含む

車椅子使用者利用駐車施設の必要設置数
※駐車台数総数×2/100（駐車台数200超の場合
1％+２）以上（端数切上げ）

①車椅子使用者対応の機械式駐車場の数

②車椅子使用者利用駐車施設の数

①+②

幅≧350cm

高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置

区画面及び付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識

駐車場の出入口付近に車椅子使用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導す
る案内板

高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車場を設ける場合の車椅子使用者利用駐車施設（車椅子使用者対応の機械式
駐車場を有し、R6国交省告示第1072号第１号又は第２号に該当する場合）

□ □

令和６年国交省告示第1072号第１号又は第２号に該当

駐車台数総数

≧必要設置数

駐車台数の総数の２％以上（駐車台数200超の場合１％＋２以上）の車椅子使用者利用駐車施設を設置

駐車台数総数

必要設置数 ※駐車台数総数×2/100（駐車台数200超の場合1％+２）以上（端数切上げ）

設置数 ≧必要設置数

高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車場を設ける場合の車椅子使用者利用駐車施設

□ □
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調書５

床面積

①

②

③

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

（第１の７）

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

(1)

昇降路の出入口に接する部分の水平面

傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置

勾配＞1/20かつ側面が壁でない場合　側板又は立ち上がり≧5cm

勾配＞1/20又は高さ＞16cmの場合　握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）

傾斜路の高低差＞75cmの場合　高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造

勾配≦1/12（高低差≦16cm の場合 勾配≦1/8）

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

視覚障害者等が利用する階段又は傾斜路に近接する部分の点状ブロック等

蹴込板及び滑り止め

側面が壁でない場合　側板又は立ち上がり≧5cm

傾斜路

床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合

特殊構造
昇降機

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

(2)
視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック等

階段に代わる傾斜路の幅≧120cm、階段と併設する傾斜路の幅≧90cm

（第１の４）

小便器（ □ 床置き式    □ 壁掛け式    □ その他【　　　　　　　】　）

周囲の手すり

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

４便所
（男子用
及び女子
用の区別
があると
きは、そ
れぞれ１
以上が基
準をみた
すこ
と。）

小規模購買施設等整備計画調書

建築物の所在地

〈規則第12条の７第2項第４号関係〉

届出時において□をチェックしてください。

「視覚障害者等が利用する」とある基準は、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する」施設
の部分に適用されるため、学習塾等を除くすべての小規模購買施設等（不特定かつ多数の者が利用する施設）に適用され
ます。学習塾等（特定かつ多数の者が利用する施設）においては「主として視覚障害者が利用する部分」がある場合に限
り適用されます。

《小規模購買施設等整備基準》欄の該当する□にチェックし、その他【 】には具体的内容を記載してください。

□主たる階段を回り階段としない　　□ 主たる階段を回り階段以外とすることが困難

建築物の用途

視覚障害者等が利用する出入口前後の点状ブロック等

１出入口

㎡

《　小　規　模　購　買　施　設　等　整　備　基　準　》

幅≧80cm

チ
ᶃ
ᶅ

ク
欄

高齢者等が利用する主たる外部出入口

幅≧80cm

３階段

視覚障害者等が利用する階段の踊場の両端部分の点状ブロック等

腰掛式
便房

男子用
小便器

70cm≦洗面器の高さ≦80cm

洗面器の周囲の手すり

腰掛便座、手すり等の適切な配置

戸を設ける場合

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置

段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置

１
以
上
の
出
入
口

勾配≦1/12（高さ≦16cmの場合 勾配≦1/8）

水洗器具（ □ レバー式　  □ 光感知式　  □ その他【　　　　　　　】）

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　】）

便器の洗浄装置（ □ 光感知式　　□ 押ボタン式　　□その他【　　　　　　　】）

戸の前後に高低差なし

２廊下等

床面に高低差
がある場合の
傾斜路

高齢者等が利用する階段

高齢者等が利用する便所（ホテル等のみに適用　ただし客室の内部に設けるものを除く）

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

高齢者等が利用する廊下等

片側に握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり

（第１の２）

（第１の３、第１の５、第１の６）

戸の構造（ □ 自動開閉扉　　□ 引き戸　　□ その他【　　　　　　　】）

戸の全面が透明な場合の衝突防止措置

戸の全面が透明な場合の衝突防止措置

戸を設け
る場合

洗面所

幅≧90cm
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(1)

□

□

□

□

□

□

□

□ (ｱ)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

(2) （第１の９）

□

□ ・

□ ・

□ ・

□

□

□

□

□

幅≧120cm

排水溝

蹴込板及び滑り止め

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

段
が
あ
る
部
分

握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置

視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック等

階段に代わる傾斜路の幅≧120cm、階段と併設する傾斜路の幅≧90cm

勾配≦1/12（高低差≦16cm の場合 勾配≦1/8）

傾斜路の高低差＞75cmの場合　高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

(ｳ)

平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造

粗面又は滑りにくい材料による仕上げ

勾配＞1/20又は高さ＞16cmの場合
握りやすい高さ（標準：75cm～85cm）の手すり（踊場含む）

傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置

勾配＞1/20かつ側面が壁でない場合　側板又は立ち上がり≧5cm

昇降路の出入口に接する部分の水平面

傾斜路

特殊構造
昇降機

路
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合

主として自動車の駐車の用に供する施設

建築物管理者等が常時勤務する案内所から敷地の出入口を容易に視認できる

敷地の出入口付近にモニター付インターフォン等、音声による誘導案内設備の設置
道等から案内設備までの経路がイ、ウの基準に適合

視
覚
障
害
者

利
用
経
路

段又は傾斜路の上端又は下端に近接する部分

段又は傾斜がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分

側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり≧5cm

□主たる階段を回り階段としない　　□ 主たる階段を回り階段以外とすることが困難

車路に近接する部分

車路を横断する部分

点
状
ブ
ロ
ᶅ

ク

等

イ

道
等
か
ら
外
部
出
入
口
ま
で
の

敷
地
内
通
路
の
う
ち
１
以
上

道等から外部出入口までの経路のうち１以上（下記の場合を除く）

線状ブロック等及び点状ブロック等の適切な組み合わせ、又は音声その他の方法により誘導する設備

粗面又は滑りにくい材料による仕上げの溝ぶた

車椅子のキャスターが落ち込まない溝ぶた
(ｲ)

ア 段鼻の突き出しその他のつまずき防止措置

５敷地内
の通路

高齢者等が利用する敷地内の通路

視覚障害者等が利用する敷地内の通路

（第１の５、第１の６、第１の９）


